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掛川市教育委員会規則第４号

掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成３０年３月２６日

掛川市教育委員会教育長
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掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則

掛川市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第17号）の

一部を次のように改正する。

別表中

「
上内田小学校 桶田、五百済、段金谷、下板沢、上板沢、和田、子

隣、岩井寺、大谷及び城山の区域
」

を

「
上内田小学校 桶田、五百済、段金谷、下板沢、上板沢、和田、子

隣、岩井寺及び大谷の区域
」

に改める。

附 則

この規則は、平成30年４月２日から施行する。
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